
 
第１９回京都市・食の安全推進協議会 摘録 

 
京都市では，平成１５年１２月１６日に食品の安全を確保するため，各分野の学識経

験者や公募市民で構成する「京都市・食の安全推進協議会」を設置しています。本協議

会にて食の安全・安心について論議・評価・提言をいただき，本市の食品衛生行政に反

映させていきます。 
 
■ 開催日時 

平成２１年１２月１５日（火）午後２時から午後４時まで 
■ 開催場所 

京都市市民総合相談課 研修室 
■ 出 席 者（敬称略）委員：１０人，事務局：８人，傍聴者：１６人 

委員長  北畠 直文（京都大学大学院教授） 
副委員長  家原 知子 （京都府立医科大学小児科 講師） 
委 員   池本 周三 （社団法人 京都市食品衛生協会 副会長） 
委 員   伊藤  省二 （市民公募委員） 
委 員   吹田 孝子 （市民公募委員） 
委 員   須田 樹弘 （株式会社 大丸京都店 食品部 部長） 
委 員   中川恵美子 （京都市地域女性連合会 常任委員） 
委 員   湯浅 義三 （社団法人 京都微生物研究所 環境企画管理部 部長） 
委 員   渡辺 徹志 （京都薬科大学 教授） 
事務局 保健福祉局医務監・保健衛生担当局長     松井  佐公 

     保健衛生推進室部長             望月 雅史 

     保健衛生推進室生活衛生課長         土井 直也 

     保健衛生推進室生活衛生課担当課長      永井 善彦 

     保健衛生推進室生活衛生課食品衛生第一係長  仲  俊典 

     保健衛生推進室生活衛生課食品衛生第二係長  西原 和美 

     保健衛生推進室生活衛生課食品衛生担当    臼杵 裕美子 
     保健衛生推進室生活衛生課食品衛生担当    竹重 香 
■ 次 第 
○ 京都市・食の安全推進協議会委員の委嘱式 
○ 開会のあいさつ（保健福祉局医務監，保健衛生担当局長） 
○ 議 題 
１ 京都市における食品衛生行政について 
２ 「京都市食の安全安心に関する条例(仮称)」について 
３ 京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度における認証審査委員会委員の選任及び解

任について 



４ その他 
○ 閉会のあいさつ（保健福祉局保健衛生推進室部長） 
■ 会議概要 
○ 各議題について事務局から説明 
○ 質疑応答 
 
 議題１：京都市の食品衛生行政について                     
 

事務局説明 
 
資料１により，以下の内容について説明しました。 
（資料１：パワーポイント資料を添付） 
◎ 食品衛生を規制する法律と京都市の指導権限 
◎ 京都市の監視体制 
◎ 京都市・食の安全推進協議会について 
◎ 京都市食品衛生監視指導計画の策定，本計画に基づく監視指導の概要，結果 
◎ 食中毒の発生件数の推移 
◎ 収去（抜き取り）検査の状況 
◎ 京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度の概要 
◎ 京都市食の安全・安心に関する条例(仮称)の制定について 
 
 質  疑 応  答 
 
【委 員】京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度の認証取得施設ということを，ど

のように知ることができますか？認証マークはどのように掲げられていま

すか？ 
【事務局】認証取得施設の店頭又は商品などにステッカーの状態で掲げられています。 
【委 員】京都府では，「京のブランド産品」として，「ブランド京野菜」を認証する制

度があります。京都市での「京・食の安全衛生管理認証制度」との違いにつ

いて，教えてください。 
【事務局】本市で運用する京・食の安全衛生管理認証制度とは，ＨＡＣＣＰの考え方を

取り入れ，製造業又は飲食店等の営業施設を認証の対象とした制度です。そ

の点で，野菜そのものを認証する京都府の制度とは異なっています。 
【委 員】京都市が取り組んでいる「ええ店掘り起こしプロジェクト」に参加し，地域

のええ店を探しています。このプロジェクトと，認証制度はどのように異な

るのでしょうか？ 
【事務局】「京・食の安全衛生管理認証制度」とは，本市で定めている自主管理運営基

準の遵守にとどまらず，衛生管理マニュアルの作成し，そのマニュアルに基



づき記録を実施するなど，一歩進んだお店を認証している制度です。この認

証制度を通して，食品事業者全体の衛生基準の向上を期待しております。 
【委 員】京都市中央卸売市場では，市場内に事務所をおく京都市衛生公害研究所の職

員により監視指導が行き届いています。一方で，中央市場以外の流通につい

て，行政の監視指導が十分に行き届かないのではと心配に思うのですが，京

都市としては，場外流通をどう監視すべきと考えていますか？ 
【事務局】 委員のご指摘のとおり，場外を含めたすべての監視指導は困難な状況です

が，各区の保健所が販売店舗などを監視指導することで，一定の安全確保に

努めているところです。 
      また，流通食品の抜き取り検査をすることで，安全を確認しております。 

検査の結果，違反が発見された場合には，製造業者等に調査及び指導を行

います。また，全国の自治体とも連携をとって，情報共有を図り，違反食品

のいち早い排除に努めております。 
 

 議題２：京都市食の安全・安心に関する条例（仮称）について           
 

事務局説明 
 
資料２により，条例の骨子（案）を説明しました。 
（資料２：「パブリックコメント」（黄緑色のリーフレット）を添付） 
 
 質  疑 応  答 
 
【委 員】今回策定する条例は事業者を規制する内容になっているにも関わらず，事業

者に対する説明が不十分ではないかと考えます。 
     策定までの日程についても，事業者の意見収集が十分できないスケジュール

になっていると考えます。 
【事務局】別途，事業者向けの説明会を実施する予定としていますので御了承ください。 

まず，条例制定に向けた京都市のスタンスを御説明します。 
     平成１５年に制定された食品安全基本法に基づき，都道府県が次々に独自条

例を策定しました。政令指定都市では，昨年，名古屋が条例を策定したとこ

ろで，本市が策定すると，政令市では全国２番目となります。 
     基本的には，本市の食品衛生行政に係る理念を定める条例を目指しておりま

す。 
     たとえば，中国産冷凍餃子事件が発生した時，本市では，市民の皆様の不安

を解消するため，ただちに販売店をまわり，冷凍餃子等の検査を実施しまし

た。これは，法律に基づいて実施したものではありません。 
     市民の安全安心を求めるには，法律に関わらず，市民の不安解消につながる



積極的な対応が必要であると考えております。 
     このように，京都市として積極的に市民の安全安心を守っていくという姿勢

を表明する，というのが条例策定の大きなポイントになっています。 
     第二に，食品事業者の責務についてですが，ポイントは３点あります。 
     まず一つ目は一義的責務です。自社で製造したものについては，自社で責任

を負うというものです。 
     二つ目は，衛生管理水準及び知識の向上であり，食品事業者の方々におかれ

ましては，従来から十分取り組んでおられると思いますが，改めて条例にう

たっております。 
     三つ目は，自主回収報告制度です。事故発生時の素早い対応を事業者に求め

るものです。罰則は定めておりません。食品は全国に流通するものであり，

京都市の事業者のみに罰則をかけることには，問題があると考えます。 
     最後に，市民及び観光客の皆様の安全確保についてです。必要に応じて調査

に御協力いただくなど，本市の食品衛生行政に理解を求めていきたいと考え

ております。 
【委 員】 事故発生時にすぐに対応するのが大切と考えますが，最近ではインターネ

ット販売など流通が多様化する中で，スピード感のある対応が困難ではない

かと心配です。 
【事務局】スピード感のある対応をしていくにあたって，皆さんの後押しが必要と考え

ています。 
     現在，限りある予算・人員の中で，精一杯，緊急時対応に努めております。 
     今回の条例（案）の中では中長期計画の策定をうたっており，その計画の中

で，長期的な目線により検査体制の整備等を行っていくことを盛り込むなど，

監視指導体制強化に努めたいと考えております。 
【委 員】条例は概念的で，具体的にどのように規制していくのかが不明瞭です。 
     たとえば，事業者の責務として，食品等の安全性確保に関する知識の習得が

記載されていますが，具体的にどのような教育が必要なのかがわかりにくい

と思います。また，市としての緊急時対応についても，具体的な内容がわか

りません。今後，詳細を取り決める細則等を策定する予定なのでしょうか？ 
【事務局】細則を順次策定していく予定です。 
【委 員】食品事業者が消費者にとって好ましい情報を公表しても，風評被害にあうこ

とがあります。事故米流通の問題でも，流通の中間業者は行政のお墨付きの

米ということで，流通させていましたが，事故の公表にともない，風評被害

を受けました。条例として，公表を義務づける場合，公表基準等の詳細を検

討していく必要があると考えます。 
【事務局】風評被害といえば，Ｏ１５７食中毒によるカイワレダイコン業者への風評被

害の事例がありました。 
     行政としては，情報の公開方法を慎重に検討していく必要があると考えてお



ります。一方で，違反食品などに関わった市民に，結果を返していく責務も

あり，公表による公益性等を踏まえて検討しないとなりません。 
【委 員】マスコミによる風評被害は大きな問題だと考えます。 
     行政は正確な情報を公表し，マスコミも正確な情報を提供していくべきと考

えます。 
【委 員】情報公開が重要な状況の中で，京都市の情報公開の方法が不十分と感じる部

分があります。 
たとえば，「京都市食品衛生監視指導計画（案）」に対するパブリックコメン

トについて，ある意見として調理ボランティアに対する教育を求める提案が

ありましたが，市の回答は「出前トークを実施しています」であり，出前ト

ークをどのように利用するのか，その方法が示されておりませんでした。 
次にどのようにアクションをとればよいのかが明確にわかるように，情報提

供していただきたいと思います。 
【事務局】ご指摘のとおりと考えます。 
 
以下，条例（案）に対する各委員の御意見を記載します。 
○ 大学との連携により，安価で信頼性の高い新しい検査方法の開発に取り組むなど，

検査体制の充実を図ることが大切と考えます。とくに，京都大学との連携をすること

で，京都らしさをアピールできるのではないでしょうか？ 
○ 条例（案）に対するパブリックコメントの周知方法についてですが，町内回覧やリ

ビング新聞の活用や，食品衛生関係の講演会でリーフレット配布を行うなど，もっと

市民の目にとまるように工夫された方がよいのではないでしょうか。 
○ 小売業の立場で言うと，条例の考え方が判断材料として役立つと期待できます。 
  しかし一方で，条例違反に罰則がないとはいえ，企業コンプライアンスの観点で事

業者責務の遵守が求められます。特に，自主回収制度では，開示する情報により社会

的な責任をともなうものであり，風評被害にも繋がる場合があると考えます。どこま

で情報の開示を義務づけるのか，詳細までよく検討していただきたいと思います。 
○ 食品の偽装問題を受け，食に対する不安を感じています。より良い商品が流通する

上で，罰則による規制よりも，衛生管理をきちんと行っている良いお店を評価する

ことに力を入れた方がよいのではないかと考えます。 
○ 今回の条例（案）は概念性が強く，判断基準が不明瞭と感じます。どこまでが義務

化されるのか，明確にしてほしいと思います。また，消費者に食品が届けられるま

で，生産段階，流通段階，購入段階があり，全段階でバランスをとっていくべきだ

と思います。消費者の要求ばかりに配慮するやり方には，問題があると思います。 
○ 食品製造はトレーサブルであることが大切であり，食品検査はそのトレーサブルの

確認のために実施するものであるべきと考えます。 
○ 残留農薬基準の中には，暫定的に基準値が決められているものがあります。暫定基

準をクリアしていれば，何でも大丈夫というわけではなく，基準の設定方法などに



ついても，消費者に伝えていくべきではないかと考えます。 
○ まず努力義務により衛生管理水準を向上させていくという条例の趣旨に賛同します。 
○ 市民への啓蒙をどう進めるかが課題と考えます。 
○ 広域的な事件発生時には，他都市との連携を図って，取り組んでいただきたいです。 
○ インターネット販売による食品は安価ですが，安全性に懸念が残ります。 
 
 議題３：京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度における認証審査委員会委員の  
選任及び解任について 
 

事務局説明 
 
 本協議会委員である北畠委員は，京・食の安全衛生管理認証審査委員会の委員にご就

任いただいておりました。今般，北畠委員から退任の申し出があったのに伴い，本制度

の実施機関である(社)京都市食品衛生協会から，「京・食の安全衛生管理認証制度実施

要綱」第２２第２項に基づき，村田幸作様を後任委員としたい旨，内申をお受けしまし

た。村田幸作様は京都大学大学院教授であり，微生物分野をご専門としながら，ＨＣＣ

Ｐにも精通されております。村田様の委員就任について議論いただければと思います。 

 
 意 見 
 
 選任について，問題なし。 
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京都市保健福祉局保健衛生推進室

生活衛生課

京都市の食品衛生行政について京都市の食品衛生行政について

食品衛生を規制する法律と京都市
の指導権限

食品に関わる法律は数多く･･･

＊食品安全基本法
＊食品衛生法
＊ＪＡＳ法
＊景品表示法
＊計量法
＊健康増進法 などなど

すべてを所管しているわけではありません。

京都市の監視体制

１１保健所合計１０９名

右京：１０名

北： ９名

中京：１２名

下京：１２名

南： ９名

西京： ９名

伏見：１３名

山科： ８名

東山： ９名

上京： ９名

左京： ９名

京都市の監視体制

衛生公害研究所

★

衛生公害研究所
本所 １５名

中央卸売市場
第二検査室１２名

中央卸売市場
第一検査室 ７名

検査員 合計３４名

京都市の監視体制

食
品
事
業
所

市

民

１１ 保 健 所

中央卸売市場

第二市場内

衛生公害研究所

第一市場内

生

活

衛

生

課

本 所

京 都 市

厚 生 労 働 省

消 費 者 庁

農林水産省等

他 自 治 体

関係部局
感染症担当部局

産業観光局
教育委員会 等

京都市・食の安全推進協議会

市民，学識経験者，食品事業者，

行政のリスクコミュニケーションの場

平成１５年１２月に設置し，
これまで１８回開催

京都市の食品衛生行政に反映

　　資料　１
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京都市での取組み

毎年度「京都市食品衛生監視指導計画」を策定

平成21年度計画の主なポイント
① 食品表示の監視指導の強化
② 食中毒発生防止の徹底
③ 輸入食品の残留農薬等の検査の強化
④ 危機管理体制の整備と強化
⑤ ＢＳＥ全頭検査の継続実施
⑥ リスクコミュニケーションの推進
⑦ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進

監視スケジュール

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

集団給食施設

（社会福祉・病院等）

集団給食施設

（小学校）

行楽シーズン対策 行楽シーズン対策

夏期一斉取締り

食肉取扱施設

路上弁当販売

食品表示

フグ取扱施設

ノロウイルス対策

（社会福祉・病院等，飲食店等）

年末・年始一斉取締り

監視指導結果など

平成１６ １７ １８ １９ ２０年度

5600

15600

25600

35600

45600

55600

65600

75600

85600

監視指導件数

施設件数
36,800 37,300 37,000 36,500 36,300

85,800 80,600 79,900 80,400 82,200
監視指導の様子

衛生公害研究所第二検査室
（と畜場）における監視・検査

生体検査

頭部検査

枝肉検査

衛生公害研究所第二検査室
（と畜場）における監視・検査

ＢＳＥ 検査
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京都市ではＢＳＥ全頭検査を継続中
＜検査件数の推移＞

3,859
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その他

（資料）厚生労働省年次別食中毒発生状況

収去検査

「京都市食品衛生監視指導計画」に基づき検査を実施

衛生公害
研 究 所

食品事業所 保健所

収去(抜き取り） 依頼

検査結果検査結果

違 反指 導

平成２１年度監視指導計画に
基づく収去検査数
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野菜・果物及びその加工品

その他の食品

菓子類

魚介類加工品

漬物

穀類及びその加工品

冷凍食品

油脂類

乳製品

乳

清涼飲料水

収去検査数（検査項目）の推移
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農薬検査を充実
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事業者が行う自主的な衛生管理の取組みを評価
する制度

京・食の安全衛生管理認証制度
みやこ

食品事業者

認証を取得すると
このマークが使えます。

＊食品事業者の衛生管理を知ることができる
＊より安全・安心な食品の購入や，利用店舗の

選択の一助となる

消 費 者

衛生水準の向上（食中毒等に遭うリスクの軽減）

５３施設が

取得済み

平成２１年１２月６日
京都新聞

京都市は，
『食の安全・安心に関する条例（仮称）』を制定予定

食の安全と安心を確保し，市民の健康を保護

5,000万人を超える観光客の健康の保護

京都市の責務

『京都市食の安全・安心に関する条例（仮称）』制定へ



　　　
　　　　資料　２














